
□ 市内に住所・事業所を有する、①市認定農業者（広域含む）、②市認定新規就農者、
③市地域計画の目標地図に位置付けられた農業者。

※申請は同一年度内で１回に限ります。
※ご家族・関連企業で複数名の認定・該当があるときは、いずれか１名に限り申請できます。

□ 申請年度内・２月末までに、対象のスマート農業技術・省力化機材を導入し、
小美玉市内のほ場、事業所で活用すること。

※交付決定前に導入（購入）したもの、また中古の機械は対象外です。

□ 申請の前年度において、市税の滞納がないこと。

□ 本事業で導入する技術・機材について、国・県・他の自治体からの補助金を受けないこと。

スマート農業技術の導入を支援します！

小美玉市認定農業者、新規就農者、地域計画対象農業者の皆さまへ

小美玉市先端技術導入支援事業補助金（単独型）のご案内

❶ スマート農業技術導入支援

（対象となる技術・機械の例）

・農業用ドローン ・GPS機能付（ロボット）トラクター・田植機・コンバイン

・食味・収量センサ付きコンバイン ・自動操舵システム ・リモコン（ロボット）草刈機

・電動アシストスーツ ・生育管理システム など

※「スマート農業技術」とは ①農業用の技術・機材である、②デジタル（情報通信）技術を有する、
③農作業の効率化・負担軽減・生産性を向上させる、３つの定義をすべて満たすものを指します。
（スマート農業技術活用促進法） スマート農業技術（機能）のない機械は補助対象外です。

導入経費（税抜）の３分の１を補助（上限50万円まで）

（例）税抜150万円の対象機械×３分の１＝50万円を補助

❷ 省力化機材導入支援 ・・・非電動アシストスーツの導入で

導入経費（税抜）の３分の１を補助（上限10万円まで）

（例）税抜30万円の対象機材×３分の１＝10万円を補助

・・・対象技術・機械の導入で

補助対象となる方

令和８年５月１日から 小美玉市役所本庁舎 １階農政課窓口

※先着順・予算上限に達し次第、受付終了となります。

※令和８年度の受付は窓口のみとなります。（メール等での申請はできません）

申請受付（令和８年度）

小美玉市農政課振興係 0299-48-1111（内線1153・1155）お問い合わせ

補助メニュー

※申請手続について、詳しくはうら面をご覧ください。

※❶❷いずれも、補助金額に1,000円未満のは数が生じるときは、切り捨てとなります。
補助対象経費は本体のみとし、設置・取付費や、導入後の運用に係る経費は対象外となります。

※❶と❷の対象技術・機械を同時に申請するときは、合計で上限50万円までの補助となります。



先端技術導入支援事業を希望される方へ 補助申請～交付の流れ

補助対象者となるかご確認ください。
チラシおもて面の「補助対象となる方」をご確認・チェックをお願いします。

①
申 請 前

②
申請手続

次の書類を小美玉市農政課窓口に提出してください。
□ 交付申請書（様式第１号） □ 実施計画書（様式第２号）
□ 導入技術・機材の見積書 ※税込10万円以上は３社、10万円未満は１社必要です。

□ 導入技術・機材のカタログ・パンフレット

③
交付決定

申請書を提出いただいた後、申請内容に誤り・もれがないか、
導入技術・機材は補助対象か、などを市で確認・審査します。
問題なければ申請を受理し、申請者に交付決定通知書を交付します。

④
機材導入

交付決定後、補助対象の技術・機材を導入（購入）してください。
※導入の際、申請内容から変更が生じたときは、農政課までご連絡ください。

ただし、交付決定後は、補助金額の増額はできません。

⑤
実績報告

次の書類を小美玉市農政課窓口に提出してください。
□ 実績報告書（様式第６号） □ 完了報告書（様式第２号）
□ 契約書（注文書）、納品書、請求書、領収書の写し
□ 納品状況が分かる写真 ※⑥納品確認と同時の撮影も可能です。

⑥
納品確認

実績報告後、日程調整のうえ、市職員が納品状況を確認します。
※持ち運び可能な機材については、⑤実績報告時に窓口持参での確認も可能です。

⑦
確定通知

納品確認後、補助金交付額を確定し、申請者に確定通知書を交付します。

⑧
請 求

確定通知書の交付後、
□ 補助金交付請求書（様式第11号） を市へ提出してください。

・補助金の申請様式（交付申請書ほか）のダウンロード、
・申請の受付状況（件数、受付終了など）の情報は

小美玉市ホームページ（農政課 補助事業案内）でご確認ください。
URL：https://www.city.omitama.lg.jp/0959/info-0000012476-0.html

⑨
支 払

交付請求書の受領後、市から補助金を指定の口座に振り込みます。

⑩
実 施 後

本事業（スマート農業技術）の効果を検証するため、導入後の使用状況について
アンケート（聞き取り）を実施する予定です。ご協⼒をお願いします。


